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四
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一

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
附
則
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
）

備
考

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る

備
考

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る

法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

法

律

事

務

法

律

事

務

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

都
市
農
地
の
貸
借

第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
、
第
六
条
第
一
項
及
び

の
円
滑
化
に
関
す

第
二
項
、
第
七
条
、
第
八
条
第
三
項
並
び
に
第
九

る
法
律
（
平
成
三

条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
準
用
特
定
農
地
貸

十
年
法
律
第

付
法
第
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

号
）

市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
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二

市
民
農
園
整
備
促
進
法
（
平
成
二
年
法
律
第
四
十
四
号
）
（
附
則
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
市
民
農
園
」
と
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
農
地
及
び

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
市
民
農
園
」
と
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
農
地
及
び

第
二
号
に
掲
げ
る
施
設
の
総
体
を
い
う
。

第
二
号
に
掲
げ
る
施
設
の
総
体
を
い
う
。

一

主
と
し
て
都
市
の
住
民
の
利
用
に
供
さ
れ
る
農
地
で
次
の
イ
又
は
ロ
の

一

主
と
し
て
都
市
の
住
民
の
利
用
に
供
さ
れ
る
農
地
で
次
の
イ
又
は
ロ
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

特
定
農
地
貸
付
け
に
関
す
る
農
地
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平

イ

特
定
農
地
貸
付
け
に
関
す
る
農
地
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平

成
元
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
農
地
貸

成
元
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
農
地
貸

付
け
（
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
「
特
定
農
地
貸
付
け
」
と
い
う
。

付
け
（
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
「
特
定
農
地
貸
付
け
」
と
い
う
。

）
又
は
都
市
農
地
の
貸
借
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法

）
の
用
に
供
さ
れ
る
農
地

律
第

号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
特
定
都
市
農
地
貸
付
け
（
第
十

一
条
第
一
項
に
お
い
て
「
特
定
都
市
農
地
貸
付
け
」
と
い
う
。
）
の
用

に
供
さ
れ
る
農
地

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

（
農
地
法
等
の
特
例
）

（
農
地
法
等
の
特
例
）

第
十
一
条

第
七
条
第
一
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
が
第
二
条
第
二

第
十
一
条

第
七
条
第
一
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
が
第
二
条
第
二

項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
農
地
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
認
定
開
設
者

項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
農
地
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
認
定
開
設
者

は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
市
民
農
園
に
係
る
特
定
農
地
貸
付
け
又
は
特
定
都

は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
市
民
農
園
に
係
る
特
定
農
地
貸
付
け
に
つ
き
特
定

市
農
地
貸
付
け
に
つ
き
特
定
農
地
貸
付
け
に
関
す
る
農
地
法
等
の
特
例
に
関

農
地
貸
付
け
に
関
す
る
農
地
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
三
項
の

す
る
法
律
第
三
条
第
三
項
（
都
市
農
地
の
貸
借
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第

承
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
を
受
け
た
も
の
と
み

な
す
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）


